
福島県の土地利用の状況

１．土地利用の推移

県土面積は、13,783k㎡で、国土総面積の約3.6%に相当します。

平成19年における県土の利用区分別の構成を見ると、県土総面積のうち、農用地が

11.2%、森林が70.4%、原野が0.3%、水面・河川・水路が3.3%、道路が3.7%、宅地が3.

5%、その他の土地が7.6%と、森林が多くの割合を占めています。

また、平成10年から平成19年までの利用区分別の面積の推移を見ると、農用地や森

林の開発傾向は弱まってきてはいるものの、面積の減少は続いており、一方で宅地や

道路面積については増加傾向が続いています。また、耕作放棄地などの増加により、

その他の土地の割合が高くなってきています。

※その他には、農用地、森林、宅地などの各利用区分に属さないものが該当します。

交通施設用地、防衛施設用地、ゴルフ場等のレクリエーション用地、耕作放棄地など

が該当します。
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